
交通流動予測の実施概要 
 

平成 18 年 8 月新潟県商業振興課 

１ 目的 

  大規模小売店舗は、不特定多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であるため、

来客及び商品等の搬出入によって周辺地域において混雑等が生じ、地域の住民の生活の利便が損

なわれる場合がある。 
  よって、大規模小売店舗の出店による周辺交通への影響を把握し、交通渋滞を緩和する適切な

対応策の検討を行ない、地域の住民の生活の利便を確保することを目的とする。 
 
２ 対象店舗 

 ・店舗面積２万㎡以上の新設店舗 
 ・店舗面積の増床が２万㎡以上の増床 
 ・その他、特に必要と認めるとき 
 
３ 交通流動予測の方法 

 ・社団法人交通工学研究会のホームページに掲載されているソフトを使用する。 
 ・ソフトの選択は、予測の範囲等を勘案し、その都度、県から設置者へ指示する。 
 
４ 交通流動予測の内容 

 ・開発負荷後のシミュレーション 
 ・設置者が実施可能な対策を行った場合のシミュレーション 
  ※交通流動予測を実施する前に、現況交通状況の再現性について検証が必要。 

※検討会で道路管理者又は交通管理者など検討会メンバーが対策を指示した場合、追加でシミ

ュレーションを行い、検証する。 
 
５ 交通流動予測のフロー 

設置者 県 
 
配置図及び来客の来店経路の設定に関

する資料の提出 
 
 

交通量調査の実施 

 

交通流動予測の提出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新設（変更）計画準備書の提出 

 

大店立地法の届出 

 
来店経路の妥当性及び交通流動予測をさせ

る範囲の確認（道路管理者、交通管理者、市

町村、審議会交通専門委員） 
 

来店経路の設定に関する意見及び交通流動

予測をさせる範囲を指示 
 

データチェック及び分析方法の評価（商業振

興課、審議会交通専門委員） 
 
 
 
 

 

交通流動予測検討会（第１回） 
設置者⇔検討会メンバー（商業振興課、道路管理者、都市政策課、交通管理者、市町村） 
・設置者のプレゼン（現況再現、開発負荷後、設置者が実施可能な対策後） 
検討会メンバーから対策検討指示⇒指示がなければ終了 

交通流動予測検討会（第２回） 
・対策検討指示事項の検証⇒問題が解決されなければ、その後も開催 


